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【はじめに】 

 

この計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年十月二

十七日法律第百二十三号）第５条の規定に基づき、標茶町が策定するも

のであり、全国で多発する地震で本町において想定される地震について

震度や建築物の被害を想定し、地震による建築物の被害を軽減させ、標

茶町の地域に係る地震防災戦略の減災目的を達成するため平成２７年度

末までに住宅や多数の方が利用する建築物の耐震化率を９割とすること

を目標に策定したものです。 

住宅や建築物の耐震化は町民の方々の安全で安心な生活を確保する上

で、重要な課題の一つでありますので、各種施策を展開できるよう心掛

けるとともに、この計画を契機として建築物の所有者の方々をはじめ関

係する皆様の耐震化に向けた取り組みが促進されることを期待します。 

 

 

 



  

【 目  次 】 

 

標茶町耐震改修促進計画                     

第１ 標茶町で想定される地震による被害状況 

 １－１ 標茶町における地震発生の概要          ・ １．２．３．４

４ 

 １－２ 標茶町における地震の想定            ・・・・・・５．６ 

 １－３ 住宅・建築物の耐震化の現況            ・・・・・・ ７ 

 １－４ 地震防災マップ（揺れやすさマップ）        ・・・・・・ ８ 

第２ 住宅・建築物の耐震化に係る目標 

 ２－１ 標茶町における住宅の耐震現状推計の考え方      ・・・・・・ ９ 

 ２－２ 住宅の耐震化に係る目標               ・・・・・１０ 

 ２－３ 特定建築物の耐震化に係る目標      ・・・・・１１．１２．１３ 

 ２－４ 公共建築物の耐震化に係る目標           ・・・・・・１４ 

 ２－５ 優先的に耐震化すべき公共建築物          ・・・・・・１４ 

第３ 住宅・建築物の耐震促進に向けた施策 

 ３－１ 安心して耐震診断・改修が行える環境整備      ・・・・・・１５ 

 ３－２ 住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発、知識の普及・・・・・・１６ 

 ３－３ 耐震診断・改修を担う技術者、事業者の育成と向上  ・・・・・・１６ 

第４ 計画の推進に関する事項  

 ４－１ 町内会等との連携                 ・・・・・・１７ 

 ４－２ 道、市町村等関係団体との連携           ・・・・・・１７ 

 ４－３ 計画の見直し                   ・・・・・・１７



 

 
 

1

 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」とい

う）第５条の規定に基づき、標茶町内の建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための計画（以下、「標茶町耐震改修促進計画」という。）

を平成２０年度から２７年度までを計画期間として定めるものとする。 

 

第１ 標茶町で想定する地震による被害状況 

 

 

１－１ 標茶町における地震発生の概要 

 

 

  

 北海道の東部地域では昭和元年（１９２５年）以降、現在までの８３年間に震度 

４以上を記録している地震は７６回発生している。 

  その中で本町での被害報告が記録されているものとして昭和３０年の釧路沖、 

昭和３７年の十勝沖、昭和６２年の十勝支庁南部震央の地震、また近年特に被害 

甚大であった平成５年の釧路沖地震、平成６年の北海道東方沖地震、平成１５年 

の十勝沖地震等の大規模地震などが頻発している。 
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発生年月日
発生時間

大正15

 

● 過去に道東地方で発生した震度４以上の地震 

年9月5日 4 釧路市幣舞町
0時37分08秒 N 42°26.7′ E 143°42.3′

昭和5年8月26日 4 釧路市幣舞町
21時39分17秒 N 42°57.7′ E 144°45.5′

昭和5年12月13日 4 釧路市幣舞町
23時22分49秒 N 42°39.1′ E 142°35.4′

昭和5年12月24日 4 釧路市幣舞町
8時55分02秒 N 42°46.7′ E 144°03.1′

昭和6年3月30日 4 釧路市幣舞町
2時51分51秒 N 43°02.4′ E 143°54.0′

昭和8年3月3日 5 岩手、宮城
2時30分47秒 N 39°07.7′ E 145°07.0′ 4 釧路市幣舞町

昭和10年9月11日 4 釧路市幣舞町
23時04分07秒 N 42°44.′ E 146°00.′

昭和14年10月22日 4 釧路市幣舞町
23時39分40秒 N 42°32.4′ E 144°00.2′

昭和17年8月8日 4 釧路市幣舞町
9時20分22秒 N 42°34.2′ E 143°34.′

昭和18年12月3日 4 釧路市幣舞町
15時52分52秒 N 42°32.3′ E 144°12.3′

昭和20年9月19日 4 釧路市幣舞町
21時28分05秒 N 42°08.1′ E 144°09.8′

昭和25年2月28日 4 釧路市幣舞町
19時20分56秒 N 45°53.6′ E 143°31.5′

昭和27年3月4日 5 釧路市幣舞町
10時22分43秒 N 41°42.3′ E 144°09.′

昭和27年7月25日 4 釧路市幣舞町
7時09分22秒 N 42°47.′ E 145°07.7′

昭和28年10月14日 4 釧路市幣舞町
23時47分23秒 N 42°53.′ E 144°30.5′

昭和29年9月17日 4 釧路市幣舞町
20時52分04秒 N 42°53.7′ E 144°46.′

昭和30年9月5日 4 釧路市幣舞町
4時09分36秒 N 42°38.′ E 144°53.′

昭和31年4月23日 4 釧路市幣舞町
12時31分42秒 N 42°28.′ E 144°59.3′

昭和31年10月12日 4 釧路市幣舞町
21時22分38秒 N 42°07.1′ E 148°30.′

昭和33年11月7日 5 釧路市幣舞町
7時58分00秒 N 44°18.′ E 148°30.′

昭和34年1月31日 4 釧路市幣舞町
5時38分59秒 N 43°23.1′ E 144°24.5′

昭和34年1月31日 4 釧路市幣舞町
7時17分50秒 N 43°28.7′ E 144°29.2′

昭和36年8月12日 4 釧路市幣舞町
0時51分35秒 N 42°53.9′ E 145°17.4′

昭和36年11月15日 4 釧路市幣舞町
16時17分12秒 N 42°45.1′ E 145°22.1′

昭和37年2月21日 4 釧路市幣舞町
1時05分45秒 N 43°04.1′ E 144°57.8′

昭和37年4月23日 5 帯広市
14時58分13秒 N 42°27.7′ E 143°46.′ 4 釧路市幣舞町

昭和37年7月18日 4 釧路市幣舞町
2時20分24秒 N 42°43.2′ E 145°05.1′

釧路川二本松橋中央部約

27
釧路沖 Ｍ5.9 40km

25
釧路支庁中南部 Ｍ6.2 59km

26
十勝沖 Ｍ7.1 69km

23
釧路沖 Ｍ7.2 19km

24
釧路沖 Ｍ6.9 37km

21
釧路支庁中南部 Ｍ6.3 39km

22
釧路支庁北部 Ｍ6.1 34km

19
釧路沖 Ｍ6. Km

20
択捉島南東沖 Ｍ8.1 80km

17
釧路沖 Ｍ5.8 50km

18
釧路沖 Ｍ6.4 50km

15
釧路沖 Ｍ6.3 85km

16
釧路沖 Ｍ5.3 69km

13
十勝沖 Ｍ8.2 54km

14
釧路沖 Ｍ6.1 73km

11
十勝沖 Ｍ6.6 19km

12
宗谷東方沖 Ｍ7.5 343km

9
十勝沖 Ｍ5.9 75km

10
釧路沖 Ｍ6.4 59km

7
根室半島南東沖Ｍ6.9 0km

8
十勝沖 Ｍ5.9 7km

5
釧路支庁中南部 Ｍ6.4 62km

6
三陸沖 Ｍ8.1 ０ｋｍ

3
日高支庁中部Ｍ6.5 62km

4
釧路沖Ｍ6.3 129km

1
十勝沖 Ｍ6.7 66km

2
釧路支庁中南部 Ｍ5.4 59km

番
号

震央（旧測地系） 最大震度
被害状況



 

発生年月日
発生時間

昭和39年5月31日 4 釧路市幣舞町
9時40分38秒 N 43°16.4′ E 146°58.4′

昭和39年6月23日 4 釧路市幣舞町
10時26分39秒 N 43°04.9′ E 146°09.′

昭和40年10月26日 4 釧路市幣舞町
7時34分24秒 N 43°44.′ E 145°31.′

昭和42年9月19日 4 釧路市幣舞町
19時56分07秒 N 42°46.′ E 145°33.′

昭和42年11月4日 4 釧路市幣舞町
23時30分34秒 N 43°29.′ E 144°16.′

昭和43年5月16日 5 函館市美原
9時48分53秒 N 40°44.′ E 143°35.′ 4 釧路市幣舞町

昭和43年5月16日 5 浦河町潮見
19時39分01秒 N 41°25.′ E 142°51.′ 4 釧路市幣舞町

昭和43年8月7日 4 釧路市幣舞町
17時00分13秒 N 42°58.′ E 144°58.′

昭和44年1月19日 4 釧路市幣舞町
16時02分09秒 N 44°33.′ E 143°29.′

昭和44年8月12日 4 釧路市幣舞町
6時27分39秒 N 42°42.′ E 147°37.′

昭和47年5月11日 5 浦河町潮見
9時44分55秒 N 41°14.′ E 143°42.′ 4 釧路市幣舞町

昭和48年6月17日 5 釧路市幣舞町
12時55分01秒 N 42°58.′ E 145°57.′

昭和48年6月17日 4 釧路市幣舞町
21時14分27秒 N 42°52.′ E 145°29.′

昭和48年6月17日 5 釧路市幣舞町
22時33分27秒 N 42°52.′ E 145°28.′

昭和48年6月24日 5 釧路市幣舞町
11時43分21秒 N 42°57.′ E 146°45.′

昭和53年10月29日 4 釧路市幣舞町
7時46分34秒 N 42°26.′ E 144°23.′

昭和53年12月6日 4 釧路市幣舞町
23時02分03秒 N 44°44.′ E 146°58.′

昭和54年12月14日 4 釧路市幣舞町
16時19分14秒 N 42°45.′ E 144°29.′

昭和55年2月23日 4 釧路市幣舞町
14時51分05秒 N 43°27.′ E 146°33.′

昭和56年1月23日 5 浦河町潮見
13時58分30秒 N 42°25.′ E 142°12.′ 4 釧路市幣舞町

昭和62年1月14日 5 釧路市幣舞町
20時03分49秒 N 42°32.2′ E 142°55.7′

昭和63年10月10日 4 釧路市幣舞町
14時52分12秒 N 42°38.2′ E 144°29.5′

平成2年4月11日 4 釧路市幣舞町
16時53分37秒 N 42°28.8′ E 144°09.7′

平成3年10月25日 4 釧路市幣舞町
9時32分02秒 N 42°43.′ E 144°50.8′

50
十勝沖Ｍ5.5 69km

51
釧路沖Ｍ5.5  52km

48
十勝支庁南部Ｍ6.6 119km

標茶市街ナメコ床落下

49
釧路沖Ｍ5.8 71km

46
北海道東方沖Ｍ6.8 30km

47
浦河沖Ｍ6.9 130km

44
択捉島付近Ｍ7.2　100km

45
釧路沖Ｍ5.5  70km

42
根室半島南東沖Ｍ7.1　30km

43
釧路沖Ｍ5.2　７0km

40
釧路沖Ｍ5.2　40km

41
釧路沖Ｍ5.7　40km

38
十勝沖Ｍ7.　60km

39
根室半島南東沖Ｍ7.4　40km

36
網走沖Ｍ6.7　260km

37
北海道東方沖Ｍ7.8　30km

34
青森県東方沖Ｍ7.5　40km

35
釧路沖Ｍ5.6　80km

32
釧路支庁北部Ｍ6.5　20km

33
青森県東方沖Ｍ7.9

30
国後島付近Ｍ6.8　160km

31
釧路沖Ｍ6.2　90km

28
北海道東方沖Ｍ6.7　43km

29
根室半島南東沖Ｍ6.8　62km

号 近隣地震度
番 震央（旧測地系） 最大震度
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発生年月日
発

 
 

4

生時間
平成3年10月25日 4 釧路市幣舞町

19時39分03秒 N 43°12.4′ E 144°26.4′
平成5年1月15日 6 釧路市幣舞町

20時06分07秒 N 42°55.2′ E 144°21.2′ 町内全域被害大
平成6年8月25日 4 釧路市幣舞町

10時24分47秒 N 42°45.1′ E 145°09.7′
平成6年8月31日 5 釧路市幣舞町

18時07分29秒 N 43°29.6′ E 146°03.8′
平成6年10月4日 6 釧路市幣舞町

22時22分56秒 N 43°22.5′ E 147°40.4′ 町内全域被害大
平成6年10月9日 4 釧路市幣舞町

16時55分39秒 N 43°33.5′ E 147°48.1′
平成7年1月21日 4 釧路市幣舞町

17時47分31秒 N 43°09.1′ E 146°43.7′
平成7年2月15日 4 釧路市幣舞町

8時55分32秒 N 42°30.4′ E 144°50.4′
平成9年6月15日 4 釧路市幣舞町

13時54分16秒 N 42°58.7′ E 144°12.4′ 3 弟子屈町美里
平成9年11月15日 4 釧路市幣舞町

16時05分17秒 N 43°39.9′ E 145°06.8′ 2 弟子屈町美里
平成11年5月13日 4 釧路市幣舞町

2時59分23秒 N 42°58.′ E 143°52.2′ 4 弟子屈町美里
平成12年1月28日 4 釧路市幣舞町

23時21分08秒 N 43°00.4′ E 146°44.6′ 3 弟子屈町美里
平成12年6月13日 4 釧路市幣舞町

1時54分14秒 N 42°54.5′ E 144°43.′ 3 弟子屈町美里
平成15年9月26日 6 釧路町別保

4時50分07秒 N 41°46.7′ E 144°04.7′ 5 町内全域被害大
平成15年10月8日 4 釧路市幸町

18時06分56秒 N 43°40.6′ E 146°03.8′ 3 弟子屈町美里
平成16年4月12日 4 釧路市幸町

3時06分12秒 N 42°49.9′ E 144°59.6′ 3 弟子屈町美里
平成16年11月29日 5 弟子屈町美里

3時32分14秒 N 42°56.7′ E 145°16.5′
平成16年12月6日 5 厚岸町尾幌

23時15分11秒 N 42°50.8′ E 145°20.5′ 5 弟子屈町美里
平成17年1月18日 5 厚岸町尾幌

23時09分06秒 N 42°52.5′ E 145°00.4′ 4 弟子屈町美里
平成17年3月12日 4 厚岸町尾幌

3時47分36秒 N ４３．００．７ E 144°51.6′ 3 弟子屈町美里
平成17年5月19日 4 厚岸町尾幌

1時33分05秒 N 42°55.2′ E 144°43.2′ 2 弟子屈町美里
平成17年9月21日 4 釧路町別保

11時25分08秒 N 43°42.5′ E 146°23.8′ 3 弟子屈町美里
平成18年6月13日 4 釧路市音別

番
号

震央（旧測地系） 最大震度
近隣地震度

52
釧路支庁中南部　Ｍ5.7　105km

53
釧路沖　Ｍ7.5　101km

54
釧路沖　Ｍ5.2　65km

55
根室半島南東沖　Ｍ6.3　84km

56
北海道東方沖　Ｍ8.2

57
北海道東方沖　Ｍ7.3　km

58
根室半島南東沖　Ｍ6.2　60km

59
釧路沖　Ｍ4.8　45km

60
釧路沖　Ｍ5.1　98km

61
根室支庁北部　Ｍ6.1　155km

62
釧路支庁中南部　Ｍ6.3　106km

63
根室半島南東沖　Ｍ7.　59km

64
釧路沖　Ｍ4.7　59km

65
十勝沖　Ｍ8.　45km

66
根室半島南東沖　Ｍ6.4　51km

67
釧路沖　Ｍ5.8　47km

68
釧路沖　Ｍ7.1　48㎞

69
釧路沖　Ｍ6.9　46㎞

70
釧路沖　Ｍ6.4　50㎞

71
釧路沖　Ｍ5.1　61㎞

72
釧路沖　Ｍ4.8　58㎞

73
国後島付近　Ｍ6.　103㎞

74
十勝支庁中部　Ｍ4.7　86㎞

11時40分33秒 N 42°42.1′ E 143°25.2′ 1 標茶町川上
平成18年11月22日 4 標津、別海、根室

20時15分11秒 N 43°54.1′ E 146°56.7′ 2 標茶町川上
平成18年12月31日 4 根室市

7時34分40秒 N 43°15.6′ E 146°15.5′ 1 標茶町川上
76

根室半島南東沖　Ｍ５.　46㎞

75
北海道東方沖　Ｍ5.6　96㎞
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１－２ 標茶町における地震の想定 

 

 

 

  北海道では道東地方における地震としては、北海道地域防災計画地震防災計画 

編（平成１４年３月）（以下,「道地域防災計画」という。）における北海道東部地 

震及び釧路北部地震の２つ、中央防災会議「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 

に関する専門委員会」（以下,「中央防災会議の専門委員会」という。）における十 

勝沖・釧路沖の地震及び根室沖・釧路沖の地震の２つであり、以上のように太平 

洋側３つ、内陸１つの計４つを建築物等に被害を及ぼす恐れのある地震と想定す 

る。 （表１－１）（表１－２）（図１－１）参照 

 

 

 

本町内の人的被害想定は、表1－1のとおり、重傷者は１名、軽傷者は８名である。

又、建物被害は、全壊２棟、半壊・一部損壊を含め５５棟である。 

 

表１－１日本海溝型地震被害想定[被害想定 標茶町[予知なし・冬の朝5時]] 

（単位：人、棟） 

被害区分 被害者数 被害区分 被害棟数 

死  者 ０ 《０》 全   壊     ２ 

重 傷 者 １ 《０》 

建 物 

被 害 半壊一部損壊  ５５ 

人

的

被

害 

軽 傷 者 ８ 《０》 

 

《 》：うち建物の倒壊による人的被害数 



 
図１－１  想定地震位置図 

 

 

 

留萌沖地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
後志

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２  想定地震の位置及び規模 

出  典  地震名称 

１ 北海道東部地震 
道地域防災 

計   画 
２ 釧路北部地震 

３ 
十勝沖・釧路沖の

地震 中央防災会議

の専門委員会 
４ 

根室沖・釧路沖の

地震  

沖地震 

石狩地震 

日高中部地震

根室沖・釧路沖の地震

十勝沖・釧路沖

北海道地域防災計画による想定震源 

中央防災会議･専門調査会による 

想定震源域 

凡  例 

2 

 

 
 

位 置 

（旧測地系） 
規

北緯 42.5 度 

東経 146 度 
Ｍ

北緯 43.5 度 

東経 144.5 度 
Ｍ

図１－１ 

による 
Ｍ

図１－１ 

による 
Ｍ

釧路北部地震

の地震

6

4 
 

8.

6.

8.

8.

北海道東部地震 
1 
3 
模 備 考 

25 太平洋側 

50 内陸 

20 太平洋側 

30 太平洋側 
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１－３ 住宅･建築物の耐震化の現況 

                       
 

  標茶町耐震改修促進計画における住宅・建築物の耐震化の状況把握については、 

民間の建築物は税務台帳の固定資産台帳を、公共の建築物は各施設台帳により調 

査集計することとし、「耐震化された建築物」の定義としては、阪神・淡路大震災 

において昭和５６年の建築基準法の改正後に建設された建築物被害が少なかった 

ことやデーター補足の容易さなどから、新耐震基準の適合により判断することと 

します。 

＊ 昭和５６年５月以前に建てられたものを「昭和５６年以前」、昭和５６年６月 

６月以降に建てられたもの「昭和５７年以降」と説明しています。 

表１－３ 住宅・共同住宅調査表               （単位：戸．棟） 

区

分 
種      別 

単

位 
昭和５６年以前 昭和５７年以降 合計 

木 造 戸 １，５９０ １，３２０ ２，９１０
住 宅 

非木造 戸 ３０５ ９６ ４０１

木 造 棟 ４ ３４ ３８

民

間 共 同 

住 宅 非木造 棟 １ １５ １６

計 １，９００ １，４６５ ３，３６５

木 造 戸 ７８ ６９ １４７
住 宅 

非木造 戸 ２５６ ２３ ２７９

木 造 棟 ０ ０ ０

公

共 

共 同 

住 宅 非木造 棟 ０ ２６８ ２６８

計 ３３４ ３６０ ６９４

合   計 ２，２３４ １，８２５ ４，０５９



１－４ 地震防災マップ  揺れやすさマップ（海溝型地震） 

 

（北海道緊急輸送道路ﾈｯﾄﾜｰｸ計画による） 

8
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第２ 住宅･建築物の耐震化に係る目標 

 

 

２－１ 標茶町における住宅の耐震化現状推計の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表２－１                          （単位：戸．棟） 

 

 

① 住宅総数（共同住宅を含む。）４，０５９戸を「昭和５６年以前」（２，２３４戸）

と昭和５７年以降（１，８２５戸）に区分します。 

 

② 昭和５６年以前に建設された住宅であっても、一定程度は耐震性を有していると

考えられることから、種別及び構造別に耐震診断実績等により耐震性を有するも

のの割合を推計します。推計は戸建て及び併用、長屋の木造住宅にあっては昭和

５６年以前ストックの３６．８８％（道内実績）、同非木造住宅及び共同住宅に

あっても３６．８８％（道内実績）が耐震性を有するものとして推計します。 

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                     ストック率 
                          ３６．８８％ 

 
 
 
 
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                             ８２４戸 

昭和５７年以降 
１，８２５戸 
（４５％） 

 
 
 
 
 
昭和５６年以前 
２，２３４戸 
（５５％） 

 
 

耐震性を満たす 
２，６４９戸 
（６５．２６％） 
 
 
 
 
 
 
 
耐震性が不十分 
１，４１０戸 
（３４．７４％） 

住宅総数 
４，０５９戸 
（１００％） 
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２－２ 住宅の耐震化に係る目標 

 

  

   平成１９年の家屋の集計による、本町の住宅の耐震化の状況は、居住世帯のあ 

る住宅４，０５９戸のうち、耐震性がある住宅は２，６４９戸で耐震化率は６５ 

．２６％である。 

 日本海溝型地震による人的被害を軽減するためには、減災効果の大きな耐震化 

に継続的に取り組む必要があり、北海道耐震改修促進計画を踏まえ、住宅の耐震 

化率は８年後（平成２７年度末）に９０％とすることを目標とする。 

 

 

 

 

表２－２ 住宅の耐震化の現状と耐震化の目標 

                   （平成１９年３月末日）（ 単位 ： 戸   ％ ） 

昭和５６年 

以前の住宅② 

 

昭 和 ５ ７

年 以 降 の

住宅①  う ち 耐 震

性有③ 

住宅数④ 

（①＋②）

耐震性有 

住宅数⑤ 

（①＋③）

現 状 の 

耐 震 化 率 

 ⑤/④ 

耐震化率 

の目標 

（ 平 成 ２

７年度末）

１，６７２
木造 １，４２３ 

 ６１７

３，０９５ ２，０４０ ６５．９１ ― 

５６２

非木造 ４０２ 
 ２０７

９６４ ６０９ ６３．１７ ― 

２，２３４
合計 １，８２５ 

 ８２４ 
４，０５９ ２，６４９ ６５．２６ ９０ 
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２－３ 特定建築物の耐震化に係る目標 

 

  

   特定建築物の実態調査により下表のとおり、法第６条第１号に規定してる多数の 
方が利用する特定建築物（以下「特定建築物」という。）の耐震化率は７０.８３％ 
である。 
特定建築物の耐震化の状況は昭和５６年以前に建築された多数の方が利用する 
特定建築物は９施設ですが、耐震を含めた改修中施設は１施設、施設耐震診断を 
実施した施設数は６施設、改修中施設を除いた耐震診断実施率は７７．７８％で 
ある。なお、耐震診断未実施２施設については平成２０年度実施予定である。ま 
た、耐震診断実施結果について、６施設中２施設を除き耐震性が無い状態であっ 
た。 
   日本海溝型地震による経済被害額を軽減させるためには、減災効果の大きな特 
定建築物の耐震化を継続的に取り組んでいく必要があり、多数の者が利用する特 
定建築物全てが町有施設であることを勘案し耐震化率を８年後（平成２７年度末 
）に１００％とすることを目標とする。 
  

 

表２‐３‐１ 特定建築物の耐震化の現状と耐震化の目標 

（単位：棟 ％）(平成 1９年３月末現在) 

昭和５６年

以前の建築

物②  

昭和５７年

以降の建築

物① 
 
うち耐震

性有③ 

建築物数 

④ 

（①＋②）

耐震性有建

築物数⑤ 

（①＋③） 

現 状 の 

耐震化率 

 ⑤/④ 

耐震化率の

目標 

(平成２７

年度末) 

   ９ 法第６条第

１号 
１５ 

 ２ 

２４ １７ ７０．８３ ― 

 法第６条第

２号 
 

  
  ― 

 法第６条第

３号 
 

  
   

  ９ 

合 計 １５  
  ２ 

２４ １７ ７０．８３ １００ 
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表２－３－２ 特定建築物用途別内訳                    （単位：棟 ％） 

 

特 定 建 築 物 

昭和 57

年以降の

建築物 

昭和 56

年以前の

建築物 

建 築 

物 数 

耐震性有

建築物数 

耐震化率

※  

耐震化率の

目 標 ( 平 成

27年度末)

    ③ ④    
法 用  途 

① ② (①＋②)  (④／③)  

町役場、警察署、消防署、小・

中学校、高校、病院、診療所、

老人ホーム、老人福祉センタ

ー、体育館等 

5 9 14 7 50.00 ― 

 公共建築物 5 9 14 7 50.00 100

災害時の拠

点となる建

築物 

  民間建築物 0 0 0 0 0.00 ―

飲食店、ホテル・旅館等 0 0 0 0 0.00 ―

 公共建築物 0 0 0 0 ― ―

不特定多数

の者が利用

する建築物   民間建築物 0 0 0 0 0.00 ―

賃貸住宅（共同住宅に限る)、

寄宿舎、下宿、事務所、工場

等 

10 0 10 10 100.0 ― 
特定多数の

者が利用す

る建築物 
 公共建築物 10 0 10 10 ― ―

    民間建築物 0 0 0 0 0.00 ―

 15 9 24 17 70.83 100

公共建築物 15 9 24 17 70.83 100

法 

第 

６ 

条 

第 

１ 

号 

計 

民間建築物 0 0 0 0 0.00 100

危険物の貯蔵場又は処理 0 0 0 0 ―   

公共建築物 0 0 0 0 ―   

同 

２ 

号 

場の用途に供する建築

物 民間建築物 0 0 0 0 ―   

地震によって倒壊した場合においてそ

の敷地に接する道路の通行を妨げ、多数

の者の円滑な避難を困難とする恐れの

 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0.00（0）

 

公共建築物  0（0）  0（0） 0（0）  0（0） 0（0） 

同 

３ 

号 ある建築物 

民間建築物  0（0）  0（0） 0（0） 0（0） 0.00(0)  

    15 9 24 17 70.83 

  公共建築物 15 9 24 17 70.83 
合   計 

  民間建築物 0 0 0 0 0.00 

※国の耐震化率の算定方法に準じて推計 

 ※（ ）は、平成２７年度までに耐震化を図る地震時に通行を確保すべき道路 

  （法第５条第３項第１号に基づき指定する道路）に面する特定建築物数（内数）  
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耐震改修促進法第６条第１号に規定している建築物 

 
表３－２－３  

 

 
規    模 
 

 
用                     途 

 
２階以上かつ 
５００㎡以上 
 

 
幼稚園、保育所 

 
２階以上かつ

１０００㎡以

上 
 

 
小学校、中学校、老人ホーム、老人短入所施設、老人福祉施設、 
児童厚生施設、身体傷害福祉センターその他これに類するもの 

 
階数に関係な

く１０００㎡

以上 
 

体育館（一般公共に供されるもの） 

 
３階以上かつ 
１０００㎡以

上 

 
小学校、中学校以外の学校 
スケート場、水泳場その他これに類するもの 
病院・診療所 
集会場・公会堂、展示場 
マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
ホテル・旅館 
賃貸住宅（限定 共同住宅）、寄宿舎、下宿 
事業所 
博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場 
飲食店料理店ダンスホールその他これに類するもの 
理容店質屋貸衣装屋銀行その他これに類するサービス業を営む店舗 
工場（除危険物の貯蔵所又は処理場の用途に供する） 
車両の停車場で、旅客の乗降又は待合の用に供するもの 
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車の為の施設 
郵便局、保健所、税務署これに類する公益上必要な施設 
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２－４ 公共建築物の耐震化にかかる目標 

 

 

公共施設は住宅を除き平成1９年3月31日現在１３８施設ありますが、格納 

庫や畜舎等の施設と特定建築物を除くと７７施設である。昭和５６年以前の建物 

は４３施設、耐震診断実施済は９施設、「耐震性有り」施設は２施設となり、公共 

施設の耐震化率は４６．７５％となった。 

残り耐震診断未実施の３４施設と実施済７施設と併せた４１施設については、 

診断の実施と施設の建替え、解体、用途変更等利用状況を確認し年次的に耐震を 

含め改修を行い平成２７年度末までに耐震化率100％とすることを目標とする。 

 

 
 

２－５ 優先的に耐震化すべき公共建築物 

 

 

本町では、学校・庁舎・避難施設等の公共建築物については、現有施設の利用 

に即した優先すべき建物の順に年度別に耐震診断を行い、その結果等を公表する 

とともに、具体的な耐震化の目標に取り組むものとする。 

  町立小・中学校の校舎及び体育館の耐震診断を平成１８年度に行った結果が平 

成 1９年８月文部科学省により公表されたところであり、校舎及び体育館のほか 

公共建築物については計画的に耐震診断を行い状況により順次改修を行うものと 

する。 

 優先的に着手すべき建築物は、次のとおりとする。 

地震が発生した場合において災害応急対策の拠点となる役場庁舎、学校教 

育施設・避難所として利用する各種集会施設及び福祉施設等 
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第３ 住宅･建築物の耐震促進に向かう施策 

 

 
住宅･建築物の耐震化を促進するためには、建築物の所有者等が、地域防災対策 
を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。 
町は、こうした所有者等の取り組みをできる限り支援する観点から、所有者等 
にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度 
の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となっている課題を解 
決していくことを基本的な取組方針とする。 

 

 

 

３－１ 安心して耐震診断･改修が行える環境整備 

 

 
町民に対し建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性について普及啓発 
に積極的に取り組むとともに、（無料の）耐震診断及び標茶町における耐震改修等 
の補助制度と国の税制（耐震改修促進税制、住宅ローン減税 ）を活用しながら、 
建築物の耐震改修の促進を図っていく。 
本町では建設課を耐震改修相談窓口として、町民からの建築相談に応じること 

とし、技術的な相談には釧路支庁建設指導課をはじめ町内建設業者や設計事務所 
等と連携を図り、契約や金銭上のトラブルについての相談は消費相談窓口と連携 

をとって対応する。 
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３－２ 住宅･建築物の地震防災対策に関する啓発､知識 

 

 

ハザードマップの作成 

町では、ハザードマップを作成し、町民全戸に配布する等周知に努める。 

パンフレットの作成、ホームページ等とその活用 

町では、全戸配布用の耐震改修の啓発チラシのほか、耐震補強の流れを説明した 

パンフレット、耐震診断を実施した方向けの｢リーフレット｣、耐震補強を具体的に 

考えている方法の｢木造住宅耐震リフォーム事例集｣など各種チラシ、パンフレット 

を作成配布していくとともに、標茶町役場公式ホームページに内容掲載するなど、 

町民に不安の無い様説明等対応に努力する。 

また、建築物防災週間等の各種行事やイベントの機会をとらえ、建築物の耐震診 

断及び耐震改修の必要性について普及を図る 

 

 

３－３ 耐震診断･改修を担う技術者･事業者の育成の向上 

 

 

安心して耐震改修を行うことができる環境の整備 

 専門技術者、事業者の紹介体制の整備 

｢既存住宅耐震改修補助事業｣の円滑な執行が図れるよう、町内外建築関連業者 

に対し各種研修会や会議の開催案内を行うとともに、標茶町建築業協会を通じ 

制度理解のための説明会を行い資質の向上を図る。 

北海道や建築関係団体が開催した講習会を受講し、安心して補強工事の相談が 

でき、良心的な補強設計・工事の施工ができる建築士、大工、工務店を紹介す 

るとともに役場庁舎や公民館などにその名簿を配置する。 
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第４ 計画の推進に関する事項 

 

 

４－１ 町内会等との連携 

 

 

  地震防災対策の基本は、｢自らの命は自ら守る｣｢自らの地域は皆で守る｣であり、地 

域が連携して地震対策を講じることが重要である。町内には現在５つの自主防災組織 

のほか、各町内会福祉及び防災部等においても持続的活動を行っている。 

町は、これら町内会・地域会や自主防災組織、町内企業等を通じ、防災対策の啓蒙 

をはかるとともに各種会議等で耐震診断及び耐震改修の推進啓発等を図る。 

 

 

 

４－２ 道､市町村等関係団体との連携 

 

 

平成 17年 3月の福岡県西方沖地震や同年8月の宮城県沖地震の被害の状況から 

、ブロック塀の安全対策、窓ガラスの飛散対策、大規模空間を持つ天井の崩落する 

おそれのある建物を把握するとともに、建物所有者等に必要な対策を講じるよう北 

海道と連携して指導しており、今後も、引き続き、指導していく。 
地震により建築物及び宅地等が被害を受け、被災建築物等の応急危険度判定が必要 

な場合は、町は判定実施本部等を設置し、北海道を通じ不足する応急危険度判定士の 

派遣要請や判定士の受け入れ等必要な措置を講じる。 

 

 

 

 ４－３ 計画の見直し 

 

 
本計画は、原則５年ごとに検証する。 
耐震改修促進計画を実施するに当たり、庁内会議等を活用し推進に心掛けるほか、必 
要な事項は別途定める。 
 

 

 


